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（概要）

特殊詐欺は依然として被害が深刻な状況にあり、中でも、近年、海外に架け場等

（以下「海外拠点」という ）を置いた犯行の認知・検挙が大きく増加しており、。

今後も更なる増加が懸念されることから、各都道府県警察に対し、被疑者等が海外

拠点において特殊詐欺の犯行に加担していた旨の内容等、海外拠点に関連する情報

の一層の収集を図るとともに、迅速な報告を徹底するよう指示したものである。


